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豊島区立三芳グランド 049-259-9397
三芳中学校となり 受付 月～土8時～20時、日8時～18時 http://miyoshi. tsjpn.com/

ジュニア応援キャンペーンジュニア応援キャンペーン

無料体験申込は二次元コードより

テニススクール サッカースクール
大人･小中高生 幼児･小学生

園児、小学低学年、小学高学年
夏休み集中レッスン 実施中！

ゲームクラス、ショットクラス
ジュニア選手育成コース
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ゲームクラス、ショットクラス
ジュニア選手育成コース

テニス　①入会金0円　②ラケット＆1か月レッスン受け放題 プレゼント
サッカー　①入会金0円　②サッカーボール＆レッスン4回 プレゼント
テニス　①入会金0円　②ラケット＆1か月レッスン受け放題 プレゼント
サッカー　①入会金0円　②サッカーボール＆レッスン4回 プレゼント
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『庭木１本から剪定いたします』

樹木医・ 級造園技能士・ 級造園施工管理技士

あきら造園
『剪定、伐採、草取り、庭木消毒、植栽、お庭づくりなど
お庭・ガーデニングの事なら、お気軽にご相談ください』

代表 伊東 晃 富士見市針ケ谷

にじいろ県民相談
（LGBTQ 県民相談）

「生きて逝くためのACP（人生会議※）
～納得のいく最期を送るために今できる
こと～」
【講師】東入間医師会　地域医療・介護
相談室看護師�山根美江氏、三芳ロイヤ
ル定期巡回・随時対応型訪問介護看護ス
テーション管理者�小椋恵津子氏
※�「人生会議」とは、「もしも」の時の
医療や介護に関して前もって考え、話
し合い、あなたの希望を大切な人たち
と共有する取り組みです。

▶�日時：11/16 ㈬ 13:30 ～ 15:30
▶�場所：藤久保公民館ホール�
▶�対象：三芳町在住在勤の人
▶�料金：無料　▶�定員：60人
▶�申込み：11/1㈫までに電話・FAX・メー
ルで名前・連絡先を伝えて申し込み。

問��健康増進課健康長寿担当�内 191
FAX�274-1051
�kenko@town.saitama-miyoshi.lg.jp

在宅医療・介護連携
推進事業講演会

埼玉県で毎週土曜日（18 時
～ 22 時）に LGBTQ当事者
の人やご家族、お知り合いの

人を対象に電話と LINE によるにじいろ
県民相談（埼玉県 LGBTQ県民相談）を
開始しました。
・�自分が LGBTQ当事者であるかよく分
からない
・�家族、友人が性的指向や性自認に悩ん
でいるようだ
・�誰にも打ち明けられなかった思いを聞
いて欲しい
詳細は県ホームページ（上記二次元コー
ド）をご覧ください。
▶�日時：毎週土曜日 18:00 ～ 22:00（最
終受付は 21:30・年末年始除く）

▶�対象：県内在住・在学・在勤の
LGBTQの人やその周りの人

▶電話番号：0570-022-282（当日のみ）
問��埼玉県県民生活部人権・男女共同参
画課 LGBTQ担当�☎ 048-830-2927

三芳ウインドオーケストラがお届けする
チャリティーコンサート。
▶�日時：11/20㈰13:30開場 /14:00開演
▶�場所：中央公民館�多目的ホール
▶�料金：無料　▶定員：40人（先着順）
▶�申込み：10/11㈫ 9:00から下記窓口・
電話で申し込み（平日9:00～17:00）。
問�中央公民館�☎ 258-0050

三芳ウインドオーケストラ
MUSE CELEBRATION VOL.6

人権が尊重され、だれもが自分らしくい
きいきと暮らせる社会の実現をめざし、
人権問題への理解・関心を深めるため「
人権フェスティバル」を開催します。
▶�日時：11/8 ㈫ 12:30 ～ 15:30
▶�場所：日高市文化体育館ひだかアリー
ナ（JR川越線「高麗川駅」徒歩 20分）

▶�内容：高萩囃子保存会、講演「命の授
業（仮題）」等

▶�料金：無料
▶�備考：手話通訳あり、保育あり（1歳
から就学前、10/25 ㈫までに下記に
申し込み）

問�日高市総務課�☎ 042-989-2111

第 19 回入間郡市
人権フェスティバル

動物の愛護や正しい飼い方に
関する知識・情報等の普及啓
発をする「彩の国動物愛護推

進員」を募集します。
▶�内容：動物の愛護と適正な飼養・管理
の重要性について、地域住民の理解を
深める啓発活動。

・�地域住民の求めに応じた、繁殖制限措
置に関する助言や譲渡仲介の支援など。
・�動物の愛護と適正飼養を推進するため
県が行う施策への協力。
・�その他、動物の愛護と適正な飼養の推
進のため県が必要だと認めること。
▶募集期間：9/1 ㈭～ 11/30 ㈬
▶�申込み：埼玉県ホームページ（上記二
次元コード）または各保健所、埼玉県
動物指導センターの窓口設置の募集要
項を参照。

問��埼玉県保健医療部生活衛生課�総務・
動物指導担当�☎ 048-830-3612

彩の国動物愛護推進員
募集

性的指向及び性自認の多様性を尊重した
社会づくりをめざし、埼玉県性の多様性
を尊重した社会づくり条例（令和 4年
条例第 33 号）が、令和 4年 6 月定例
県議会において成立し、令和 4年 7月
8日に公布・施行されました。条例のく
わしい内容については、県ホームページ
（下記二次元コード）をご覧ください。

問��埼玉県県民生活部人権・男女共同参
画課 LGBTQ担当�☎ 048-830-2927

←�条例に
ついて

撮影対象リストはこちら↑

←�県 の　
取組に
ついて

埼玉県性の多様性を尊重
した社会づくり条例施行

▶内容：
全国中学生人権作文コンテスト埼玉県大
会優秀作品の朗読、講演「高校へ行きた
い」- 外国ルーツの生徒達の人権 /講師 :
山畑博子氏（ふじみの国際交流センター
理事）」※要約筆記あり。
▶�日時：10/19㈬13:30開場 /14:00開始
▶�場所：ふじみ野市市民交流プラザ 2
階多目的ホール　▶�定員：100人

▶�申込み：10/4 ㈫～ 10/14 ㈮（平日
のみ）に窓口・電話・FAX でふじみ
野市市民総合相談室（☎ 262-9025�
FAX261-5960）へ申し込み。

問��総務課人権・庶務担当�内 405

第 44 回
人権を考える集い

はじめて手話を学ぶ人のための講座です。
▶�日時：11/10・17・24・12/1・8
　（毎週木曜日・全5回）�10:00～12:00
▶場所：三芳町ふれあいセンター
▶�対象：町または富士見市在住・在勤・
在学の人

▶定員：10人（応募多数の場合は抽選）
▶�申込み：10/3 ㈪～ 21 ㈮までに富士
見市社会福祉協議会へ窓口・電話・
FAX で➊氏名➋住所➌電話番号を伝
えて申し込み。

問�富士見市社会福祉協議会
　☎ 254-0747��FAX�252-0111

はじめての
手話体験講座

10/1 ㈯から埼玉県の特定最低賃金は時
間額 987円となります。埼玉県最低賃
金は年齢や雇用形態に関わらず、パート・
アルバイトを含め、県内の事業場で働く
すべての労働者に適用されます。詳しく
は下記へお問い合わせください。
問��埼玉労働局労働基準部賃金室
　�☎ 048-600-6205

埼玉県最低賃金の改正

二市一町文化財
フォトコンテスト

三芳町、富士見市、ふじみ野市
の文化財について、より多くの
人に見てもらい、親しみを感じ

てもらうためにフォトコンテストを開催しま
す。二市一町の文化財を巡ってみませんか。
▶�応募期間：10/3㈪～令和5年6/30㈮
▶�応募方法：富士見市電子申請・届出サー
ビス（上記二次元コード）の応募フォー
ムより応募。

▶�応募作品：「二市一町の文化財」を撮影
した写真を募集します。文化財の他に
人物等が写っていても構いません。写
真の題材となる文化財の詳細は、各市
町のホームページからご確認ください。
問��入間東部地区文化財保護連絡協議会
（富士見市生涯学習課内）
　☎ 251-2711 内 637

犬を飼うときは次のことを必ず遵守！
▶犬の登録は生涯 1回
▶狂犬病予防注射は年 1回
▶狂犬病予防注射を受けたら役場に届出を
▶鑑札と注射済票は犬に必ずつける
▶散歩のときは必ずリードをつける
▶糞は必ず持ち帰る
▶近隣に迷惑をかけない
▶家族の一員として一生可愛がる
問�朝霞保健所�☎ 048-461-0468

犬の正しい飼い方
普及旬間

10/21～
10/30

三芳町では、警報器の設置拡大を図り、
火災被害の拡大を抑制するため、住宅用
火災警報器の購入費の一部を補助します。
▶対象：以下の全てを満たす世帯。
　➊�町内に住所を有する個人が所有し、
かつ、居住する住宅であること。

　➋町税等を滞納していないこと。
　�➌�平成 18年 5月 31日までに建築さ
れた住宅への設置。

　�➍�法令等による規格に適合し、日本消防
検定協会が検査を行い、器具本体に検
定合格の表示がなされている警報器。

　�➎�令和 4 年 10 月 1 日から令和 5 年
3月 15日までに購入した警報器。

　※ �1 世帯につき 1回限り。
▶�補助額：購入価格× 1/2（当該額に
100円未満は切り捨て）
※�補助上限額は 10,000 円で予算がな
くなり次第終了。

▶�申込み：令和5年3月末日までに下記
窓口に➊領収書の原本（申請者氏名及
び購入日の記載があるもの）➋検定合
格の表示が確認できる警報器本体の写
真➌設置後の警報器の写真➍HP（上部
二次元コード）にて入手の申請書を提出。
問�自治安心課防災・交通安全担当
　内 265・266

住宅用火災警報器
購入補助

救命講習

入間東部地区事務組合では、
普通・上級救命講習を実施し
ています。新型コロナウイルス

の影響で日時が流動的であるため、詳し
くは組合ホームページをご確認ください。
問�入間東部地区事務組合消防本部
　救急課救急係�☎ 261-6673　救急課救急係�☎ 261-6673


